
��������������

�愛媛県告示第６３８号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により、医療

機関を次のように指定した。

平成２２年５月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第６４０号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により指定し

た医療機関を次のように廃止した旨の届出があった。

平成２２年５月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第６３９号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により指定した医療機関が、名称を次のように変更した。

平成２２年５月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

発 行 愛 媛 県
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協定の適用を受けるものである。

告 示

医療機関の名称
開設者の氏名

又 は 名 称
所 在 地

指 定

年 月 日

松本クリニック 松 本 毅 南宇和郡愛南町一本松３３
７５－３

平成２２年
４月１日

千 葉 薬 局 高 岡 倫 子 新居浜市東田二丁目甲１８
４１番地１

平成２２年
５月１日

いろは薬局大黒
町店

有限会社
せ い ど う 八幡浜市１５２６－４ 平成２２年

５月１日

医 療 機 関 の 名 称 開 設 者 の 氏 名

又 は 名 称
所 在 地 変 更 年 月 日

旧 新

かまくら歯科クリニック 愛媛インプラントクリニック
かまくら歯科

医療法人愛媛インプラントク
リニックかまくら歯科 伊予郡松前町鶴吉８０６番地 平成２２年２月９日

医療機関の名称
開設者の氏名

又 は 名 称
所 在 地

廃 止

年 月 日

チェリー薬局新
田店

有限会社
チェリー薬局

新居浜市新田町二丁目２
番１１号

平成２２年
２月２６日

愛媛県立三島病
院

愛媛県知事
加 戸 守 行

四国中央市中之庄町１６８４
－２

平成２２年
３月３１日

松本クリニック 松 本 定 善 南宇和郡愛南町一本松３３
７５－３

平成２２年
３月３１日

岩尾皮膚科医院 岩 尾 英 一 宇和島市本町追手１－２
－８

平成２１年
１２月３１日

毎週（火・金）曜日発行 第２１７０号 平成２２年５月２８日

平成２２年５月２８日金曜日 第２１７０号

愛 媛 県 報

３９５
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�愛媛県告示第６４１号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（居宅介護事業者）を次のように指定した。

平成２２年５月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第６４２号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（介護予防事業者）を次のように指定した。

平成２２年５月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第６４３号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護事業者）から、居宅介護事業を次のよ

うに廃止した旨の届出があった。

平成２２年５月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

株式会社ステージアップ 八幡浜市保内町須川５１０番地 優瑠里デイサービス釜倉 八幡浜市釜倉１－６０８－１ 平成２２年２月２５日

医療法人わのわ会 伊予市中山町佐礼谷甲８１６－
１ 佐礼谷診療所 伊予市中山町佐礼谷甲８１６－

１ 平成２２年４月１日

盛 實 勲 西条市中野甲１４０４－１ もりざね耳鼻咽喉科 西条市樋之口４３６－１２ 平成２２年４月１日

有限会社フクダ薬局 西条市神拝甲４６７番地５ フクダ薬局西条店 西条市樋之口４３６番地１４ 平成２２年４月１日

株式会社サンライフ 四国中央市土居町小林６０５番
地３ 訪問介護事業所サンライフ 四国中央市土居町小林６０５番

地３ 平成２２年５月１日

介 護 機 関 （ 介 護
予 防 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

介 護 予 防 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

株式会社ステージアップ 八幡浜市保内町須川５１０番地 優瑠里デイサービス釜倉 八幡浜市釜倉１－６０８－１ 平成２２年２月２５日

医療法人わのわ会 伊予市中山町佐礼谷甲８１６－
１ 佐礼谷診療所 伊予市中山町佐礼谷甲８１６－

１ 平成２２年４月１日

盛 實 勲 西条市中野甲１４０４－１ もりざね耳鼻咽喉科 西条市樋之口４３６－１２ 平成２２年４月１日

有限会社フクダ薬局 西条市神拝甲４６７番地５ フクダ薬局西条店 西条市樋之口４３６番地１４ 平成２２年４月１日

株式会社サンライフ 四国中央市土居町小林６０５番
地３ 訪問介護事業所サンライフ 四国中央市土居町小林６０５番

地３ 平成２２年５月１日

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

廃 止 に 係 る 居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
廃 止 年 月 日

名 称 所 在 地

岡 野 勝 征 大洲市長浜甲４３０－３ 山崎歯科医院 大洲市長浜甲４３０－３ 平成２２年３月３１日

愛 媛 県 報平成２２年５月２８日 第２１７０号

３９６
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�愛媛県告示第６４４号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（介護予防事業者）から、介護予防事業を次のよ

うに廃止した旨の届出があった。

平成２２年５月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第６４５号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項本文の規定により、次のとおり指定居宅サービス事業者を指定した。

平成２２年５月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第６４６号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４６条第１項の規定により、次のとおり指定居宅介護支援事業者を指定した。

平成２２年５月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

介 護 機 関 （ 介 護
予 防 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

廃 止 に 係 る 介 護 予 防 事 業 を 行 う 事 業 所
廃 止 年 月 日

名 称 所 在 地

岡 野 勝 征 大洲市長浜甲４３０－３ 山崎歯科医院 大洲市長浜甲４３０－３ 平成２２年３月３１日

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者 の
名 称 又 は 氏 名

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所
指定年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

ベストケア株式会社 ベストケア・ショートステイひうち 愛媛県新居浜市泉池町１１番１１号 平成２２年４月１日 短期入所生活介護

社会福祉法人鶴寿会 ケアハウスひまわり苑 愛媛県伊予郡松前町鶴吉６３５番地１ 平成２２年４月１日 特定施設入居者生
活介護

有限会社ケアステーションますほ ますほの里 愛媛県宇和島市津島町高田甲２９２０－１ 平成２２年４月１日 特定施設入居者生
活介護

株式会社フルール 株式会社フルール 愛媛県松山市東野六丁目２番１０号 平成２２年４月１日 訪問介護

株式会社ケアジャパン ヘルパーステーションハッピー久米 愛媛県松山市南久米町１２８番地１ 平成２２年４月１日 訪問介護

株式会社ほほえみ 株式会社ほほえみ 愛媛県今治市石井町１丁目８番４７号 平成２２年４月１日 訪問介護

株式会社みらい ケアサポートみらい 愛媛県西条市喜多川１７３番地１藤田ビ
ル１Ｆ西 平成２２年４月１日 訪問介護

医療法人清正会 訪問看護ステーションかなで 愛媛県松山市古川北二丁目１３番３号 平成２２年４月１日 訪問看護

株式会社憩 訪問看護ステーションいこい 愛媛県喜多郡内子町内子３２９５番地１ 平成２２年４月１日 訪問看護

ケアプラス株式会社 ケアプラスデイサービスセンター宇和
島 愛媛県宇和島市宮下甲１５３５番地２５ 平成２２年４月１日 通所介護

ベストケア株式会社 ベストケア・デイサービスセンターひ
うち 愛媛県新居浜市泉池町１１番１１号 平成２２年４月１日 通所介護

有限会社山起会ライフサプライ デイサービスセンターケアフル高岡 愛媛県松山市高岡町１２７番地７ 平成２２年４月１０日 通所介護

ケアクルー株式会社 ケアリビングながと 愛媛県松山市西長戸町２９３番地２１ 平成２２年４月１２日 通所介護

指定居宅介護支援事業者の名称
指 定 居 宅 介 護 支 援 事 業 所

指定年月日 サービスの種類
名 称 所 在 地

社会福祉法人道真会 居宅介護支援事業所ハピネス双葉 愛媛県松山市土居田町９０番地１ 平成２２年４月１日 居宅介護支援

有限会社みかんちゃん 居宅介護支援事業所みかんちゃん 愛媛県八幡浜市郷２番耕地１４８番地１ 平成２２年４月１日 居宅介護支援

愛 媛 県 報平成２２年５月２８日 第２１７０号

３９７
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�愛媛県告示第６４７号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第５３条第１項本文の規定により、次のとおり指定介護予防サービス事業者を指定した。

平成２２年５月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第６４８号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条第２項の規定により、指定居宅サービス事業者から、次のとおり指定居宅サービス事業を廃

止する旨の届出があった。

平成２２年５月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

有限会社松山針灸接骨院 居宅介護支援事業所かすが 愛媛県松山市春日町１３－１０小田原ビル
１０１ 平成２２年４月１日 居宅介護支援

指定介護予防サービス事業者の
名 称 又 は 氏 名

指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 所
指定年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

ベストケア株式会社 ベストケア・ショートステイひうち 愛媛県新居浜市泉池町１１番１１号 平成２２年４月１日 介護予防短期入所
生活介護

社会福祉法人鶴寿会 ケアハウスひまわり苑 愛媛県伊予郡松前町鶴吉６３５番地１ 平成２２年４月１日 介護予防特定施設
入居者生活介護

有限会社ケアステーションますほ ますほの里 愛媛県宇和島市津島町高田甲２９２０－１ 平成２２年４月１日 介護予防特定施設
入居者生活介護

株式会社フルール 株式会社フルール 愛媛県松山市東野六丁目２番１０号 平成２２年４月１日 介護予防訪問介護

株式会社ケアジャパン ヘルパーステーションハッピー久米 愛媛県松山市南久米町１２８番地１ 平成２２年４月１日 介護予防訪問介護

株式会社ほほえみ 株式会社ほほえみ 愛媛県今治市石井町１丁目８番４７号 平成２２年４月１日 介護予防訪問介護

株式会社みらい ケアサポートみらい 愛媛県西条市喜多川１７３番地１藤田ビ
ル１Ｆ西 平成２２年４月１日 介護予防訪問介護

明幸株式会社 明幸介護サービス 愛媛県松山市北吉田町２１０番地１ 平成２２年４月１日 介護予防訪問介護

医療法人清正会 訪問看護ステーションかなで 愛媛県松山市古川北二丁目１３番３号 平成２２年４月１日 介護予防訪問看護

株式会社憩 訪問看護ステーションいこい 愛媛県喜多郡内子町内子３２９５番地１ 平成２２年４月１日 介護予防訪問看護

ケアプラス株式会社 ケアプラスデイサービスセンター宇和
島 愛媛県宇和島市宮下甲１５３５番地２５ 平成２２年４月１日 介護予防通所介護

ベストケア株式会社 ベストケア・デイサービスセンターひ
うち 愛媛県新居浜市泉池町１１番１１号 平成２２年４月１日 介護予防通所介護

有限会社山起会ライフサプライ デイサービスセンターケアフル高岡 愛媛県松山市高岡町１２７番地７ 平成２２年４月１０日 介護予防通所介護

ケアクルー株式会社 ケアリビングながと 愛媛県松山市西長戸町２９３番地２１ 平成２２年４月１２日 介護予防通所介護

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者 の
名 称 又 は 氏 名

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所
廃止年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

社会福祉法人道真会 デイサービスセンターはぶやま 愛媛県松山市高岡町７７９－６ 平成２２年３月３１日 通所介護

有限会社ウエンズ ヘルスレント今治ステーション 愛媛県今治市北日吉町１丁目１２－８ 平成２２年３月３１日 特定福祉用具販売

有限会社ウエンズ ヘルスレント今治ステーション 愛媛県今治市北日吉町１丁目１２－８ 平成２２年３月３１日 福祉用具貸与

有限会社レインボープラス 訪問介護事業所虹の森 愛媛県北宇和郡松野町大字延野 １々４４８
－１ 平成２２年３月３１日 訪問介護

医療法人広仁会 ひろせ訪問看護ステーション 愛媛県八幡浜市１２８０番地９ 平成２２年３月３１日 訪問看護
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�愛媛県告示第６４９号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第８２条第２項の規定により、指定居宅介護支援事業者から次のとおり指定居宅介護支援事業を廃止

する旨の届出があった。

平成２２年５月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第６５０号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１５条の５第２項の規定により、指定介護予防サービス事業者から次のとおり指定介護予防サービ

ス事業を廃止する旨の届出があった。

平成２２年５月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第６５１号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１３条の規定により、次のとおり指定介護療養型医療施設の指定を辞退する旨の届出があった。

平成２２年５月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

医療法人肱嵐会 訪問看護ステーションながはま 愛媛県大洲市長浜甲１７６番地 平成２２年４月１日 訪問看護

社会福祉法人白寿会 デイサービスセンター白寿 愛媛県松山市天山町二丁目３番２７号 平成２２年４月１日 通所介護

ケアセンター幸有限会社 デイホーム折鶴 愛媛県南宇和郡愛南町柏１６２９番地１ 平成２２年４月１５日 通所介護

医療法人財団慈強会 レスパイトステーションいこい 愛媛県松山市高井町１２１１番地 平成２２年４月３０日 通所介護

指定居宅介護支援事業者の名称
指 定 居 宅 介 護 支 援 事 業 所

廃止年月日 サービスの種類
名 称 所 在 地

医療法人財団慈強会 ケアプランセンター東松山 愛媛県松山市高井町１２１１番地 平成２２年４月３０日 居宅介護支援

指定介護予防サービス事業者の
名 称 又 は 氏 名

指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 所
廃止年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

社会福祉法人道真会 デイサービスセンターはぶやま 愛媛県松山市高岡町７７９－６ 平成２２年３月３１日 介護予防通所介護

有限会社ウエンズ ヘルスレント今治ステーション 愛媛県今治市北日吉町１丁目１２－８ 平成２２年３月３１日 介護予防福祉用具
貸与

有限会社レインボープラス 訪問介護事業所虹の森 愛媛県北宇和郡松野町大字延野 １々４４８
－１ 平成２２年３月３１日 介護予防訪問介護

医療法人広仁会 ひろせ訪問看護ステーション 愛媛県八幡浜市１２８０番地９ 平成２２年３月３１日 介護予防訪問看護

有限会社ウエンズ ヘルスレント今治ステーション 愛媛県今治市北日吉町１丁目１２－８ 平成２２年３月３１日 特定介護予防福祉
用具販売

医療法人肱嵐会 訪問看護ステーションながはま 愛媛県大洲市長浜甲１７６番地 平成２２年４月１日 介護予防訪問看護

社会福祉法人白寿会 デイサービスセンター白寿 愛媛県松山市天山町二丁目３番２７号 平成２２年４月１日 介護予防通所介護

ケアセンター幸有限会社 デイホーム折鶴 愛媛県南宇和郡愛南町柏１６２９番地１ 平成２２年４月１５日 介護予防通所介護

指定介護療養型医療施設の開設者の
名 称 又 は 氏 名

指 定 介 護 療 養 型 医 療 施 設
辞退年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

医療法人団伸会 奥島病院 愛媛県松山市道後町二丁目２番１号 平成２２年４月１日 介護療養型医療施
設
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�愛媛県告示第６５２号
えひめ観光満足度調査（観光入込客統計調査）を次のとおり実施

するので、愛媛県統計調査条例（平成２０年愛媛県条例第６８号）第３

条第２項の規定により告示する。

平成２２年５月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 調査の目的

本県における観光施策の推進に資するための観光情報の把握

２ 調査対象の範囲

県内全域の主要観光施設を訪れる観光客

３ 報告を求める事項

居住地、性別、年齢、日帰り・宿泊の別、宿泊施設、旅行目的、

同行者数、県内訪問観光地名、旅行費用など

４ 報告を求める事項の基準となる期日

調査日

５ 報告を求める者

県内の主要観光施設における観光客のうち無作為に抽出された

約１万人

６ 報告を求めるために用いる方法

統計調査員の対面聞き取りによるアンケート調査

７ 報告を求める期間

四半期ごとの翌月末

�������
�愛媛県告示第６５３号
次の保安林を解除予定保安林にする旨の通知を受けたから、森林

法（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により告示する。

平成２２年５月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 解除予定保安林の所在場所

南宇和郡愛南町柏１１１４（次の図に示す部分に限る。）

２ 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

３ 解除の理由

林道用地とするため

（「次の図」は、省略し、その図面を愛媛県庁及び愛南町役場に

備え置いて縦覧に供する。）
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�愛媛県告示第６５４号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

西条市周布土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任した

旨の届出があった。

平成２２年５月２８日

愛媛県東予地方局長 佐 伯 隆 志

就 任

退 任
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�愛媛県告示第６５５号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

西条市円海寺土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任し

た旨の届出があった。

平成２２年５月２８日

愛媛県東予地方局長 佐 伯 隆 志

就 任

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 横 江 政 雄 西条市周布１５５３番地

〃 栗 田 房 信 西条市周布２０００番地

〃 一 色 宣 征 西条市周布１５９１番地

〃 岩 井 健 西条市北条１５４８番地

〃 戸 田 清 隆 西条市石田７５８番地

〃 高 橋 敦 西条市周布１３３８番地

〃 大 岩 稔 宜 西条市周布７３番地

〃 工 藤 雅 志 西条市周布２３９番地

〃 越 智 修 西条市吉田７８５番地２

〃 越 智 貞 臣 西条市吉田５８８番地

〃 鈴 鹿 勝 西条市吉田４６７番地

〃 高 橋 正 昭 西条市吉田３４７番地９

〃 三 宅 収 西条市吉田２４９番地

〃 村 上 義 明 西条市吉田１２７７番地

〃 一 色 恒 男 西条市三津屋３９５番地

〃 平 塚 敏 勝 西条市周布４５８番地２

監 事 藤 岡 昇 西条市周布１８０１番地

〃 武 田 一 郎 西条市周布１３８４番地

〃 宇佐美 卓 也 西条市吉田１１０４番地３

〃 佐 伯 孝 西条市周布９８９番地４

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 平 塚 喜 一 西条市周布１３５１番地

〃 横 江 政 雄 西条市周布１５５３番地

〃 青 野 幸 雄 西条市吉田１１５３番地

〃 森 田 稔 西条市周布２１８７番地

〃 鈴 鹿 克 則 西条市周布１５３９番地１

〃 一 色 宣 征 西条市周布１５９１番地

〃 鈴 鹿 清 重 西条市吉田４６５番地１

〃 伊 藤 博 西条市吉田１８０番地２

〃 岩 井 健 西条市北条１５４８番地

〃 日 野 義 幸 西条市吉田２３６番地２

〃 高 橋 義 昭 西条市吉田１０４０番地２

〃 越 智 保 身 西条市吉田６２３番地

〃 吉 木 光 義 西条市吉田８１０番地２

〃 戸 田 清 隆 西条市石田７５８番地

〃 頼 木 博 西条市三津屋南１１番１６

〃 三 村 研 一 西条市周布４７８番地３

監 事 藤 岡 昇 西条市周布１８０１番地

〃 武 田 一 郎 西条市周布１３８４番地

〃 長 井 佑 二 西条市吉田２５１番地１

〃 近 藤 通 利 西条市吉田６０１番地１

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 檜 垣 鐵 雄 西条市円海寺２４９番地１

〃 川 上 尚 志 西条市円海寺２９３番地１

〃 森 山 剛 西条市円海寺２７３番地１

〃 飯 尾 要 西条市円海寺９０番地４

〃 玉 井 常 馬 西条市円海寺４３番地２
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退 任
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�愛媛県告示第６５６号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

松山市坂本地区土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任

した旨の届出があった。

平成２２年５月２８日

愛媛県中予地方局長 門 屋 � 三

就 任

退 任

�愛媛県告示第６５７号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

松山市太山寺土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任し

た旨の届出があった。

平成２２年５月２８日

愛媛県中予地方局長 門 屋 � 三

就 任

退 任
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�愛媛県告示第６５８号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

松山市富久土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任した

旨の届出があった。

平成２２年５月２８日

愛媛県中予地方局長 門 屋 � 三

就 任

退 任
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�愛媛県告示第６５９号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

東温市下林下土地改良区の定款の変更を認可した。

平成２２年５月２８日

愛媛県中予地方局長 門 屋 � 三
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�愛媛県告示第６６０号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

伊豫郡大谷池土地改良区の定款の変更を認可した。

平成２２年５月２８日

愛媛県中予地方局長 門 屋 � 三

監 事 越 智 博 司 西条市円海寺１７５番地４

〃 黒 河 正 春 西条市円海寺１７５番地２

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 檜 垣 鐵 雄 西条市円海寺２４９番地１

〃 川 上 尚 志 西条市円海寺２９３番地１

〃 森 山 剛 西条市円海寺２７３番地１

〃 飯 尾 要 西条市円海寺９０番地４

〃 玉 井 常 馬 西条市円海寺４３番地２

監 事 越 智 博 司 西条市円海寺１７５番地４

〃 黒 河 正 春 西条市円海寺１７５番地２

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 中 川 建 樹 松山市久谷町６３７番地

〃 大 森 政 徳 松山市久谷町甲３６７番地１

〃 相 原 隆 志 松山市久谷町１６１３番地

〃 山 内 隆 俊 松山市浄瑠璃町８０５番地

〃 大 野 保 司 松山市浄瑠璃町４０４番地

〃 井 口 武 松山市浄瑠璃町甲１９８番地

〃 大 野 辰 昭 松山市窪野町２１３９番地

〃 武 智 真 吾 松山市窪野町２番地

〃 窪 田 高 幸 松山市窪野町１６２９番地

監 事 大 森 征 夫 松山市浄瑠璃町２４８番地

〃 佐 野 政 民 松山市久谷町２１９６番地

〃 松 下 幸 男 松山市窪野町１６２番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 中 川 建 樹 松山市久谷町６３７番地

〃 三 神 良 孝 松山市浄瑠璃町８６４番地

〃 武 智 晴 也 松山市久谷町６８番地

〃 田 中 実 松山市久谷町１６４８番地

〃 村 井 充 人 松山市浄瑠璃町３８１番地

〃 加 川 利 信 松山市浄瑠璃町１５６番地

〃 大 野 辰 昭 松山市窪野町２１３９番地

〃 中 川 昌 浩 松山市窪野町１７８２番地

〃 權名津 武 士 松山市窪野町１２５２番地

監 事 大 川 晋 一 松山市浄瑠璃町甲３１２番地２

〃 大 西 兼 市 松山市久谷町２９４０番地

〃 武 智 真 吾 松山市窪野町２番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 布 袋 耕 成 松山市太山寺町１７０５番地

監 事 渡 部 勝 廣 松山市太山寺町１７４０番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 渡 部 勝 廣 松山市太山寺町１７４０番地

監 事 布 袋 耕 成 松山市太山寺町１７０５番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 玉 井 紀 夫 松山市富久町４６７番地

監 事 戒 能 謙 介 松山市富久町４５５番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 戒 能 謙 介 松山市富久町４５５番地

監 事 玉 井 紀 夫 松山市富久町４６７番地

愛 媛 県 報平成２２年５月２８日 第２１７０号
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�愛媛県告示第６６１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２２年５月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第６６２号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第４号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

平成２２年５月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第６６３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２２年５月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第６６４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２２年５月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 ３１７号
松山市此花町２０４番から

同市持田町二丁目１１１番８まで
平成２２年５月２８日

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（特－２０）第１６２９７号 平成２０年
５月２１日 谷本建設工業� 谷本 益高 大洲市平野町平地１２０ 平成２２年

４月１日

左官工事業、管工事業
鉄筋工事業、板金工事業
ガラス工事業、防水工事業
熱絶縁工事業、造園工事業
建具工事業

建設業の廃止
（一部）

（般－１８）第３５８号 平成１８年
１１月１４日 �末廣組 末廣 修康 南宇和郡愛南町須ノ川７０

０
平成２２年
４月２０日 造園工事業 建設業の廃止

（一部）

（般－１８）第２８９４号 平成１８年
１２月１６日 西岡建設� 池田 誠規 喜多郡内子町中川３２３９ 平成２２年

４月２２日 管工事業 建設業の廃止
（一部）

（般－１７）第１０８２４号 平成１７年
５月１５日 �宇和水道 宇都宮憲昭 西予市宇和町稲生４８－３ 平成２２年

４月２６日
さく井工事業
消防施設工事業

建設業の廃止
（一部）

（般－１８）第１３４７４号 平成１８年
７月２９日 �シンツ 新津 昌雄 宇和島市丸之内５－４－

７
平成２２年
４月３０日 管工事業 建設業の廃止

（一部）

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 長浜中村線
大洲市長浜町沖浦丙２１８２番３から

同町沖浦丙２０１５番１地先まで

旧 ６．５～１７．８ ０．１５０

新 ８．０～１７．８ ０．１２０

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 長浜中村線
大洲市長浜町沖浦丙２１８２番３から

同町沖浦丙２０１５番１地先まで
平成２２年５月２８日

愛 媛 県 報平成２２年５月２８日 第２１７０号
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人事委員会規則
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�愛媛県告示第６６５号
次のとおり落札者を決定した。

平成２２年５月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県人事委員会規則７－１０９１
管理職手当に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２２年５月２８日

愛媛県人事委員会委員長 稲 瀬 道 和

管理職手当に関する規則の一部を改正する規則

管理職手当に関する規則（愛媛県人事委員会規則７－６８）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表第１（第２条関係） 別表第１（第２条関係）

部 局 公 職 区 分 部 局 公 職 区 分

知事の事務

部局

省略 知事の事務

部局

省略

省略

企画工事検査専門員

南予地方局健康福祉環境部八幡浜支局

健康増進課医監

省略

５ 種 省略

企画工事検査専門員

省略

５ 種

省略 省略

備考 省略 備考 省略

附 則

１ この規則は、公布の日から施行する。

２ 改正後の管理職手当に関する規則別表第１の規定は、平成２２年４月１日から適用する。

�愛媛県人事委員会規則１３－１６３
愛媛県に公平委員会の事務を委託している地方公共団体の管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２２年５月２８日

愛媛県人事委員会委員長 稲 瀬 道 和

愛媛県に公平委員会の事務を委託している地方公共団体の管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則

愛媛県に公平委員会の事務を委託している地方公共団体の管理職員等の範囲を定める規則（愛媛県人事委員会規則１３－１７）の一部を次の

ように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

落札に係る物品等の名称
及び数量

契約に関する事務を
担当する機関の名称
及び所在地

契約の相手方を決
定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額

契約の相手
方を決定し
た手続

随意契約とした理由

東芝製ＩＣ運転免許証作成
用消耗品カード（新規、優
良、一般）

１３９，８６０円
（単価）

東芝製ＩＣ運転免許証作成
用消耗品インクリボン（イ
エロー、マゼンダ、シアン）

愛媛県警察本部警務部
会計課
愛媛県松山市南堀端町
２番地２

２５，８９０円
（単価）

地方公共団体の物品等又は
特定役務の調達手続きの特
例を定める政令第１０条第１
項第１号と２号の規定によ
る。

東芝製ＩＣ運転免許証作成
用消耗品インクリボン（ク
ロ）

平成２２年３月３１日
株式会社東芝四国支社
高松市寿町二丁目２番７
号

１３，５６０円
（単価） 随意契約

東芝製ＩＣ運転免許証作成
用消耗品免許証保護幕カー
トリッジ

３０，５１０円
（単価）

東芝製ＩＣ運転免許証作成
用消耗品免許証ラミネート
カートリッジ

１３，０２０円
（単価）

愛 媛 県 報平成２２年５月２８日 第２１７０号
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改 正 後 改 正 前

別表（第２条、第３条関係） 別表（第２条、第３条関係）

委託地

方公共

団体

機 関 職

委託地

方公共

団体

機 関 職

上島町 省略 上島町 省略

町長

部局

本庁 部長 課（室）長 会計管

理者 総務課長補佐 総務

課庶務係長

町長

部局

本庁 課長 会計管

理者 総務課長補佐 総務

課庶務係長

出先

機関

支所 部長 支所長 課長 船長 出先

機関

支所 総合支所長 課長 船長

高齢者生

活福祉セ

ンター

所長

省略 省略

省略 省略

久万高

原町

省略 久万高

原町

省略

町長

部局

本庁 課長 会計管理者 総務課

班長

町長

部局

本庁 課長 会計管理者 総務課

班長（人事又は予算を担当

するものに限る。）

出先

機関

省略 出先

機関

省略

病院 統括院長 院長 副院長

事務局長 総看護師長

病院 統括院長 院長

事務局長 総看護師長

省略 省略

省略 省略

省略 省略

砥部町 省略 砥部町 省略

教育

委員

会

省略 教育

委員

会

省略

教育

機関

省略 教育

機関

省略

図書館 館長

省略 省略

伊方町 省略 伊方町 省略

町長

部局

本庁 課長 課付課長 会計管理

者 総務課長補佐 財政課

長補佐 財政課事務専門員

総務課人事係長 財政課

財政係長

町長

部局

本庁 課長 課付課長 総務課長

補佐

財政課事務専門員

総務課人事係長 財政課

財政係長

出先

機関

省略 出先

機関

省略

保育所 省略 保育所 省略

保健セン

ター（伊

方町中央

保健セン

ターに限

る。）

所長

教育 省略 教育 省略

委員 教育 省略 委員 教育 省略

会 機関 公民館 省略 会 機関 公民館 省略

愛 媛 県 報平成２２年５月２８日 第２１７０号
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正 誤

�正 誤

平成２２年４月１６日付け第２１５８号愛媛県告示第４６９号（落札者等の

告示）中

図書館 館長

省略 省略

省略 省略

愛南町 省略 愛南町 省略

町長

部局

省略 町長

部局

省略

出先

機関

支所 支所長 出先

機関

支所 支所長 課長

省略 省略

省略 省略

省略 省略

八西衛

生事務

組合

組合事務局 事務局長

省略 省略

備考

１ この表中「町長部局」には、会計管理者の補助機関を含

む。

２・３ 省略

備考

１ この表中「町長部局」には収入役 の補助機関を含

む。

２・３ 省略

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

ページ 箇 所 誤 正

３１２ 表
落札金額欄中 ６円 ６．３円

平成２２年５月２８日 発行

愛 媛 県 報平成２２年５月２８日 第２１７０号
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